
申告期間

平
成
28
年
度
分(

平
成
27
年
１
月
〜
12
月
の
所
得
に
か
か
る

も
の)

の
市･

県
民
税
の
申
告
を
、
各
地
区
の
会
場
で
受
け
付
け

ま
す
。
会
場
と
日
程
は
、
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
市
民
税
課
個
人
市
民
税
担
当

☎(

８
６
６)

２
０
５
５

①
印
鑑
と
申
告
書

②
給
与
や
公
的
年
金
な
ど
の
平
成
27

年
分
の
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者
の
証
明
書

③
事
業(

農
業
を
含
む)

や
不
動
産
に
よ
る
所
得
が
あ
っ
た

か
た
▼
収
入
と
必
要
経
費
な
ど
が
分
か
る
帳
簿
類
、
領

収
書
、
収
支
内
訳
書(

収
支
内
訳
書
は
完
成
さ
せ
て
き
て

く
だ
さ
い)

確
定
申
告

平
成
27
年
分

秋
田
南
税
務
署
☎(

８
３
２)

４
１
２
１

秋
田
北
税
務
署
☎(

８
４
５)

１
１
６
１

問い合わせ

＊
確
定
申
告
に
関
す
る
電
話
は
、
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
お

つ
な
ぎ
し
ま
す
。
音
声
案
内
に
従
い｢

０
番｣

を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

▼
２
月
16
日
(火)
か
ら
３
月
15
日
(火)
ま
で

贈
与
税
▼
３
月
15
日
(火)
ま
で

消
費
税(

個
人
事
業
者)

▼
３
月
31
日
(木)
ま
で

２月12日(金)

市･県民税
平成28年度分

■
申
告
が
必
要
な
か
た

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
秋
田
市
に
住
ん
で
い
て
、
次

の
　
〜
　
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
か
た
。
た
だ

し
、
税
務
署
へ
確
定
申
告
す
る
か
た
は
、
市･

県
民
税
の

申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

平
成
27
年
中
に
次
の
所
得
が
あ
っ
た
か
た

自
営
業
や
農
業
な
ど
の
事
業
に
よ
る
所
得
、
地
代
や
家

賃
な
ど
の
不
動
産
に
よ
る
所
得
、
非
上
場
株
式
の
配
当

所
得
、
生
命･

損
害
保
険
の
満
期･

解
約
な
ど
に
よ
る
一

時
所
得
、
個
人
年
金･

原
稿
料･

講
演
料
な
ど
の
雑
所

得
、
土
地･

建
物
な
ど
の
譲
渡
所
得
　
な
ど

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
か
た
で
、
確
定
申
告
は
し

な
い
が
、
市･

県
民
税
の
所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
か
た

サ
ラ
リ
ー
マ
ン(

パ
ー
ト･

ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む)

で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
か
た

・
平
成
27
年
中
に
退
職
し
た
後
、
再
就
職
し
て
い
な
い

・
年
末
調
整
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た(

付
け
忘
れ
た)

所
得

控
除
を
受
け
る

・
給
与
以
外
に
20
万
円
以
下
の
所
得
が
あ
っ
た

平
成
27
年
中
に
所
得
は
な
い
が
、
税
の
証
明
書
の
交
付

や
、
市
が
実
施
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に

申
告
が
必
要
な
か
た

■
申
告
に
必
要
な
も
の

④
国
民
健
康
保
険
税･

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料･

国
民
年

金
保
険
料･

介
護
保
険
料･

そ
の
他
社
会
保
険
料
の
領
収

書
ま
た
は
支
払
金
額
の
わ
か
る
も
の

⑤
生
命
保
険
料･

地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
か
た
▼
生
命
保

険
料･

地
震
保
険
料(

旧
長
期
損
害
保
険
料)

の
控
除
証
明
書

⑥
医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た
▼
医
療
費
の
領
収
書
、
保

険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が
分
か
る
も
の(

合
計

額
を
計
算
し
て
き
て
く
だ
さ
い)

⑦
寄
附
金
税
額
控
除
を
受
け
る
か
た
▼
寄
附
先
が
発
行
す

る
領
収
書
や
寄
附
金
受
領
証
明
書
な
ど

⑧
障
害
者
控
除
を
受
け
る
か
た
▼
障
害
者
手
帳
ま
た
は
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

＊
農
業
所
得
者
は
、
戸
別
所
得
補
償
の
支
払
通
知
、
拠
出
金
や
補
償

金
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
各
種
証
明
書
も
必
要
で
す
。

★
次
の
④
〜
⑦
は
平
成
27
年
中
に
支
払
っ
た
も
の

申告

３月15日(火)

申告期間

▼

１２３４

申
告
書
作
成
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｢

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー｣

で

申
告
の
提
出
書
類
が
印
刷
で
き
ま
す
の
で
、
自
宅
で

の
作
成
に
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
確
定
申
告
書
は
自
宅
で
作
成
し
て
郵
送
で
き
ま
す

申
告
書
作
成
会
場
▼
秋
田
県
労
働
会
館｢

フ
ォ
ー
ラ
ム

ア
キ
タ｣(

中
通
六
丁
目)

申
告
書
作
成
会
場
の
開
設
日
時
▼
２
月
16
日
(火)
か
ら
３

月
15
日
(火)
ま
で
の
平
日
と
、
２
月
21
日
(日)･

28
日
(日)
、

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

●
相
談
希
望
の
か
た
は｢

フ
ォ
ー
ラ
ム
ア
キ
タ｣

へ

＊
作
成
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

な
る
べ
く
早
い
時
間
帯
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
会
場
に
は
専
用

駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

＊
税
務
署
に
申
告
書
作
成
会
場
は
あ

り
ま
せ
ん
。

会
場
で
は｢

手
引
き｣

や
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
、
ご

自
分
で
申
告
書
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

４

１

４



申
告
会
場
が
混
み
合
っ
て
長
時
間
お

待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
告

の
相
談
が
必
要
な
い
か
た
は
、
申
告
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
押
印
の
上
、
必
要
書
類
を
添
え

て
、
返
信
用
封
筒(

市
か
ら
送
付
し
た
申
告
書
に
同
封)

で

３
月
15
日
(火)
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
書
類
が
足
り
な
い
と
控
除
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時

(
中
央
地
域
の
市
職
員
研
修
棟
の
み
午
前
９
時
〜)

確
定
申
告
書
の
記
入
漏
れ
に
ご
注
意

【確定申告書A 第二表】

【確定申告書B 第二表】

時
間

申
告
の
相
談
が
な
い
か
た
は

郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い

＊
勤
務
先
で
年
末
調
整
に
よ
り
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適

用
を
受
け
て
い
る
場
合
、
改
め
て
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
に
よ
り
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た
へ

確
定
申
告
書
の
所
定
の
欄(

左
図
の
赤
枠)

に
記
入
漏
れ

が
あ
る
と
、
市･

県
民
税
の
控
除
等(

寄
附
金
税
額
控
除
、

配
当
割
額
控
除
、
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
控
除
、
16
歳
未

満
の
扶
養
親
族)

が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

給
与
所
得
者
は
、
給
与
以
外
の
所

得
に
か
か
る
市･

県
民
税
の
納
付
方
法

を
選
択
で
き
ま
す
。
確
定
申
告
書
の

所
定
の
欄(

下
図
と
左
図
の
黒
丸
枠)

に

納
付
方
法
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
が
な
い
場
合
は
、
原
則
、
特

別
徴
収(

給
与
か
ら
の
差
し
引
き)

に
な

り
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
平
成
27
年
分
の
適
用
を
受
け
る
に

は
、
28
年
度
の
個
人
市･

県
民
税
額
が
通
知
さ
れ
る
前
に

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
通
知
後
に
申
告
し
た
場
合
、
個

人
市･

県
民
税
で
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。

自分で書いて、早めに申告！

２
月
12
日
(金)
▼
北
部
公
民
館

日
程
▼

会
場

対
象

２
月
15
日
(月)
〜
17
日
(水)

▼
北
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

２
月
12
日
(金)
〜
３
月
15
日
(火)
の
平

日
▼
市
役
所
職
員
研
修
棟
２
階
第

２
研
修
室

２
月
23
日
(火)
〜
25
日
(木)

▼
南
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

２
月
29
日
(月)
〜
３
月
２
日
(水)

▼
東
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

２
月
26
日
(金)
▼
岩
見
三
内
地
区
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

３
月
３
日
(木)
〜
８
日
(火)
の
平
日

▼
河
辺
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

雄
和
地
域
の
か
た

３
月
９
日
(水)
〜
15
日
(火)
の
平
日

▼
雄
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

＊
階
段
の
利
用
が
難
し
い
か
た
は
、
市

役
所
１
階
の
市
民
税
課
へ
ど
う
ぞ
。

２
月
18
日
(木)
〜
22
日(

月)

の
平
日

▼
西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

＊
正
午
〜
午
後
１
時
は
受
け
付
け
を
休
止
し
ま
す
。

市･

県
民
税
の
申
告
日
程
と
会
場

河
辺
地
域
の
か
た

東
部
地
域
の
か
た

南
部
地
域
の
か
た

西
部
地
域
の
か
た

北
部
地
域
の
か
た

中
央
地
域
の
か
た

昨
年
の
受
付
期
間
中
に
申
告
し
た
か
た
で
今
年
も
申
告

が
必
要
と
思
わ
れ
る
か
た
へ
、
１
月
下
旬
に｢

平
成
28
年

度
分
市
民
税･

県
民
税
申
告
書｣

を
お
送
り
し
ま
し
た
。
申

告
書
の
右
下
部
分(

右
図
参
照)

に
、
申
告
の
受
付
日
時
を

記
載
し
て
い
ま
す
。
ご
都
合
が
悪
い
か
た
は
、
ほ
か
の
会

場
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
い
ず
れ
の
会
場
も
駐
車
場
の
台
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
。
乗
り
合
わ
せ
や
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
な

ど
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

申告の
受付日時は申告書の
ここに書いてます

＊
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
４
㌻
下
段
の
会
場
で
受
け
付
け
ま
す
。

広報あきた　平成28年２月５日号５


